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会議の名称 令和４年第１２回本庄市農業委員会総会 

開催日時 令和４年１２月２６日（月） 
午後２時から 

午後２時５５分まで 

開催場所 本庄市役所 大会議室 

出・欠席者 別紙のとおり 

議事日程 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事録署名委員及び書記の指名 

４ 付議事件の上程、提案理由及び内容の説明、質疑並びに採決 

（１）第６０号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

（２）第６１号議案  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ 

る農用地利用集積計画の決定について（通年） 

（３）第６２号議案  農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画 

（案）について（通年） 

（４）第６３号議案  農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画 

（案）について（期間） 

（５）第６４号議案  農地法第５条の規定による許可後の計画変更申

請について 

（６）第６５号議案  農地法第５条の規定による許可申請について 

（７）第６６号議案  農地法第２条第１項の農地に該当するか否かの

判断について 

（８）第６７号議案  特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関す

る法律施行令第４条の規定による承認について 

（９）報告第５９号  農地法第３条の３の規定による届出について 

（１０）報告第６０号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出に 

ついて 

（１１）報告第６１号  農地法第５条第１項第７号の規定による届出に 

ついて 

（１２）報告第６２号  農地法第６条の規定による農地所有適格法人の 

報告について 

（１３）報告第６３号  農地法第１８条第６項の規定による通知につい 

て 
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議    事    録 

 

 

５ 事務局連絡事項 

６ 閉会 

配付資料 

１ 令和４年第１２回本庄市農業委員会総会議事日程 

２ 令和４年第１２回本庄市農業委員会総会議案 

３ 事務局連絡事項 

主 管 課 農業委員会事務局 

会 議 の 経 過 

発 言 者 発 言 内 容 

事務局長 それでは、定刻でございますので、ただいまより総会を始めさせていただきま

す。議事日程に従いまして、進めさせていただきます。 

まず、議事日程１の開会を細野会長代理にお願いいたします。 

細野会長 

代理  

こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいだたき誠にありがとうございま

す。それでは、ただ今から令和４年第１２回本庄市農業委員会総会を開会いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

事務局長 ありがとうございました。次に、議事日程２あいさつに移ります。田端会長よ

りご挨拶をお願いいたします。 

田端会長 皆さまこんにちは。年の瀬のお忙しい中、お集まりいただきありがとうござい

ます。ご存じのとおり、コロナウイルス感染症の第８波によって陽性者が増えて

きており、大変危惧するところでございます。政府も年末年始でさらに人が動い

て陽性者数も延びるだろうと予想しているとのことですが、来月の総会頃には

落ち着いてきていればよいと思っております。また、インフルエンザも流行って

いるそうですので、体調管理には気を付けていただければと思います。それで

は、本日も慎重審議をお願いいたしまして、開会のあいさつにかえさせていただ

きます。よろしくお願い申し上げます。 

事務局長 本日の総会でございますが、農業委員の福島委員、農地利用最適化推進委員の

小川委員より欠席の旨の届出がありましたので、ご報告いたします。次に、総会

の定足数についてでございます。農業委員会等に関する法律第２７条第３項に

「総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない」

と規定されております。本日の総会は、在任農業委員１９名中１８名出席で、定

足数に達しておりますので、総会が成立し、在任農地利用最適化推進委員２４名
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中２３名の出席となっておりますことをご報告いたします。 

これより議事に入ります。本庄市農業委員会総会会議規則第５条の規定によ

り、田端会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

議長 それでは、議事日程３、議事録署名委員及び書記の指名でございますが、慣例

により、私から指名させていただきます。本日は、１１番永尾委員、１２番田島

敏包委員の両名にお願いいたします。また、会議書記は、事務局の高群補佐を指

名します。 

次に、議事日程４、付議事件の上程、提案理由及び内容の説明、質疑並びに採

決に入ります。本日の付議事件は、議案送付時に配布しました議案８件及び報告

５件であります。 

まず、第６０号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」を上程い

たします。事務局より説明願います。 

事務局長 第６０号議案を説明いたしますので、議案書１ページをお願いいたします。 

第６０号議案、農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明申し上げ

ます。 

本議案につきましては、農地法第３条第１項の規定により、別紙申請について

処分したいので、ご提案申し上げるものでございます。議案内容ですが、農地法

第３条の規定により、別紙の許可申請に係る処分の議決を求めるものでござい

ます。本日提出、会長。 

申請内容につきましては、２ページをお願いいたします。申請件数は、１件と

なります。その内訳は、売買による所有権移転１件でございます。 

次に、農地の権利移動についての許可判断要件をご説明いたします。農地法第

３条第２項に許可判断の要件が規定されておりまして、まず、全部効率利用要件

で、農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。次に、農作業常時従

事要件で、農作業に常時従事すること。次に、下限面積要件で、本庄市では経営

面積の合計が５０a以上であること。次に、地域との調和要件で、周辺の農地利

用に悪影響を与えないこととなっておりまして、農地の受け手がこれらすべて

の要件を満たしていないと許可できないこととなっております。以上でござい

ます。 

引き続き、整理番号１をご説明いたします。申請人の住所氏名は、記載のとお

りです。申請地は、小島地内の田１筆、面積は記載のとおりです。売買による所

有権移転です。経営状況は、記載のとおりです。地区担当は、塩原茂夫委員でご

ざいます。なお、申請地位置図は、３ページになります。 

受人所有農地の現地調査及び書類審査を実施しましたところ、許可判断要件

すべてを満たしているものと考えます。以上でございます。 



4 

 

議長 整理番号１について、塩原茂夫委員から報告をお願いいたします。 

塩原茂夫 

委員 

６番塩原より、整理番号１について報告させていただきます。 

１２月２３日午後０時半頃、亀田推進委員と現地確認及び受人から聴き取り

を行いました。 

申請地の概要につきましては、議案書３ページ３－１の地図をご覧ください。

市立いずみ保育所より北西に１５０ｍほどの場所に位置しております。 

恐れ入ります、議案書２ページにお戻り下さい。 

申請事由は売買でございます。受人の年齢は５９歳、本人の農業従事日数は  

２５０日です。農業従事者数は本人と妻、子と母の計４名でございます。農機具

はトラクター２台、トラック１台、管理機１台、乾燥機３台、コンバイン１台を

所有しており、経営能力についての生産性は適当であると思われます。 

申請地及び受人経営農地の耕作状況は、すべての農地で保全管理がされてお

り、周辺農地への支障の恐れはありませんでした。また、下限面積要件も満たし

ていることから、何ら問題ないと思われます。 

以上、ご報告いたします。 

議長 整理番号１の説明及び報告に対しまして、ご質疑がありましたらお願いいた

します。 

（なし） 

それでは、お諮りいたします。整理番号１の許可申請について、許可すること

に、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

ご異議ございませんので、許可といたします。 

次に、第６１号議案「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利

用集積計画の決定について（通年）」 を上程いたします。事務局より説明願いま

す。 

事務局長 第６１号議案をご説明いたしますので、議案書４ページをご覧ください。 

第６１号議案、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定について（通年）を、ご説明申し上げます。本議案につきまして

は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、別紙の農用地利用集

積計画の決定に係る議決を求めるものでございます。本日提出、会長。 

計画内容については、５ページから１７ページまでをお願いいたします。今回

の申請件数は、５６件です。田４４筆及び畑６９筆の面積合計１５万９，０１８

平方メートルの利用権設定でございます。それらのうち、５ページのNo.１から

１３ページのNo.４３までの４３件については、農地中間管理事業として埼玉県

農林公社が借主となり、出し手との利用権設定でございます。 
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次に、農用地利用集積計画についてご説明いたします。農用地利用集積計画

は、農業委員会の決定を経て、本庄市が公告しますが、決定の要件としては農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の規定により、本庄市の定めた基本構想に

適合することが必要でございます。 

本庄市では、利用権の設定等を受ける者が備えるべき要件として、「全ての農

用地を効率的に耕作又は養畜の事業を行うと認められること」、「耕作又は養畜

の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること」、「その者が農業によ

って自立しようとする意欲と能力を有すると認められること」等を備えること

と定めております。今回の農用地利用集積計画の内容は、これらの要件を満たし

ているものと考えます。以上でございます。 

議長 ただいま事務局より説明がありましたが、推進委員の宮部豊徳委員につきま

しては、利用権の設定を受ける者として、本人が議事対象となっておりますの

で、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定を準用して、一時退席をお

願いいたします。 

（退席後） 

第６１号議案について、皆さんから、ご質疑がございましたらお願いいたしま

す。 

（なし） 

それでは、お諮りいたします。第６１号議案については、原案のとおり決定す

ることに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議ございませんので、第６１号議案については、原案のとおり決定いたし

ました。 

事務局に申し上げます。宮部豊徳委員の復席をお願いします。 

（復席） 

次に、第６２号議案「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）につ

いて（通年）」 を上程いたします。事務局より説明願います。 

事務局長 第６２号議案をご説明いたしますので、議案書１８ページをご覧ください。 

第６２号議案、農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）について

（通年）を、ご説明申し上げます。本議案につきましては、本庄市が農地中間管

理機構へ提出する別紙農用地利用配分計画（案）に対しまして、農地中間管理事

業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、別紙のとおり計画する

ことについて意見を求めるものでございます。本日提出、会長。 

はじめに、１９ページから２７ページまでの配分計画案をお願いいたします。

借受希望者の公募に応募した担い手の方に、農地中間管理機構が借り受けた農
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地を再配分したものでございます。賃借権の設定等を受ける土地は、田３４筆及

び畑４７筆の面積合計１１万８，６６８平方メートルでございます。設定する権

利は、賃借権等８１筆となっておりまして、それらの設定を受ける者は、記載の

とおりでございます。 

次に、２８ページの配分計画案をお願いいたします。こちらは、耕作者が変

更となる土地で、田９筆の面積合計１万８，４３０平方メートルでございま

す。設定する権利は、賃借権等となっており、設定を受ける者は、記載のとお

りでございます。 

農用地利用配分計画（案）に対する意見については、「農地のすべてを効率

的に利用して耕作等の事業を行う見込みであること」、「周辺の農地利用に悪影

響を及ぼさないこと」、「必要な農作業に常時従事する見込みがあること」など

の視点において、本庄市から意見を求められておりまして、今回の農用地利用

配分計画（案）の内容については、これらの要件を全て満たしているものと考

えます。以上でございます。 

議長 ただいま事務局より説明がありましたが、私、田端の同居親族、農業委員の坂

爪委員及び推進委員の出牛委員につきましては、本人が賃借権の設定等を受け

る者として、また、推進委員の新井委員につきましては、現に農地中間管理機構

から賃借権の設定等を受けている者として、本人が議事対象となっております

ので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定及び同法令を準用して、

議事に参与できませんので、一時退席をお願いいたします。 

細野会長 

代理 

（退席後） 

ただいま会長が事故のため退席しておりますので、農業委員会等に関する法

律第５条第５項の規定に基づき、会長代理が会長の職務を行います。また、本庄

市農業委員会総会会議規則第５条の規定に基づき、会長代理が議長となり、議事

を整理します。 

第６２号議案について、皆さんから、ご質疑がございましたらお願いいたしま

す。 

（なし） 

それでは、お諮りいたします。 

第６２号議案については原案のとおり計画することに、ご異議ございません

か。 

（異議なし） 

ご異議ございませんので、第６２号議案については、原案のとおり計画するこ

とに「意見なし」で本庄市長に回答いたします。 

事務局に申し上げます。田端会長、坂爪委員、出牛委員及び新井推進委員の復



7 

 

席をお願いします。 

（復席） 

会長が復席いたしましたので、議長の職務代理を降ろさせていただきます。ご

協力ありがとうございました。 

議長 議事参与制限により退席しておりましたが、再度、私が議長の職を行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

次に、第６３号議案「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）につ

いて（期間）」 を上程いたします。事務局より説明願います。 

事務局長 第６３号議案をご説明いたしますので、議案書２９ページをお願いいたしま

す。 

第６３号議案、農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）について

（期間）を、ご説明申し上げます。本議案につきましては、本庄市が農地中間管

理機構へ提出する別紙農用地利用配分計画（案）に対しまして、農地中間管理事

業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、別紙のとおり計画する

ことについて意見を求めるものでございます。本日提出、会長。 

配分計画案については、３０ページ及び３１ページをお願いいたします。賃借

権の設定等を受ける土地が、田１７筆の面積合計３万５，８６６平方メートルで

ございます。設定する権利は、すべて麦作期間の使用貸借となっておりまして、

それらの設定を受ける者は、記載のとおりとなっております。 

農用地利用配分計画（案）に対する意見については、「農地のすべてを効率的

に利用して耕作等の事業を行う見込みであること」、「周辺の農地利用に悪影響

を及ぼさないこと」、「必要な農作業に常時従事する見込みがあること」などの視

点において、本庄市から意見を求められておりまして、今回の農用地利用配分計

画（案）の内容については、これらの要件を全て満たしているものと考えます。

以上でございます。 

議長 第６３号議案に対しまして、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

（なし） 

それでは、お諮りいたします。 

第６３号議案については、原案のとおり計画することに、ご異議ございません

か。 

（異議なし） 

ご異議ございませんので、第６３号議案については、原案のとおり計画するこ

とに「意見なし」で本庄市長に回答いたします。 

次に、第６４号議案「農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請につい

て」を上程いたします。事務局より説明願います。 
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事務局長 第６４号議案をご説明いたしますので、議案書３２ページをお願いいたしま

す。 

第６４号議案、農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請についてを、

ご説明申し上げます。本議案につきましては、埼玉県農地調整関係事務処理要領

第２章第５－４－（２）－ｄの規定により、意見書を埼玉県知事に送付するた

め、別紙の農地転用許可後の計画変更申請について意見を求めるものでござい

ます。本日提出、会長。 

計画変更申請の内容をご説明いたしますので、３３ページをお願いいたしま

す。申請件数は、１件でございます。 

引き続き、整理番号１の計画変更申請の内容をご説明いたします。当初計画者

及び継承者の住所氏名は記載のとおりです。申請地は、児玉町児玉南４丁目地内

の畑２筆です。令和３年１１月１５日が許可日となっております。 

申請地位置図は、３４ぺージをお願いいたします。計画変更申請の内容です

が、当初は、自己用住宅用地を転用目的とした許可でしたが、今回、建売分譲住

宅用地を転用目的とする計画変更でございます。計画の変更理由でございます

が、当初計画者は、自己用住宅用地として転用する予定でおりましたが、自身が

体調を崩してしまったこと、また、高齢であることから、予定していた計画を進

めることが難しい状況になったところ、今回の計画の話があったため、計画変更

申請に至ったものでございます。 

なお、本議案の転用許可の意見書送付については、第６５号議案の整理番号 

１で、ご審議を頂く予定でございます。以上でございます。 

議長 第６４号議案について、ご質疑がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

それでは、お諮りいたします。第６４号議案の計画変更申請について、承認相

当とすることに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議ございませんので、承認相当として県知事に意見書を送付いたします。 

次に、第６５号議案「農地法第５条の規定による許可申請について」を上程い

たします。事務局より説明願います。 

事務局長 第６５号議案をご説明いたしますので、議案書３５ページをお願いいたしま

す。 

第６５号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明申し上げ

ます。本議案につきましては、農地法第５条第３項の意見を付して、埼玉県知事

に送付するため、別紙申請について意見の決定をしたいので、ご提案申し上げる

ものでございます。議案内容ですが、農地法第５条の規定により、別紙の許可申
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請について意見を求めるものでございます。本日提出、会長。 

申請内容については、３６ページをお願いいたします。申請件数は、所有権移

転５件でございます。以上でございます。 

議長 それでは、整理番号１から整理番号５までを、順番に事務局から説明、地区担

当委員からの報告をいただきました後に、ご質疑いただき、その後、審議とさせ

ていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。まずは、整理番号

１について、事務局より説明を求めます。 

事務局長 整理番号１をご説明いたしますので、３６ページをお願いいたします。 

整理番号１につきましては、さきほどの第６４号議案においてご承認を頂き

ました整理番号１の案件となります。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町児玉南４丁目地内

の畑２筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由

は、建売分譲住宅用地です。用途地域は、第１種低層住居専用地域です。地区担

当は、田島敏包委員でございます。 

申請地位置図は、３７ページをお願いいたします。５－１については、第１種

低層住居専用地域に存していますので、第３種農地と判断いたしました。 

第３種農地の転用は、原則、許可相当であることから、立地基準を満たして

おり、また、一般基準の不許可相当に該当する項目も申請書類を審査する限り

において、ないことから、本申請は、許可相当であるものと考えます。以上で

ございます。 

議長 整理番号１について、田島敏包委員から報告をお願いいたします。 

田島敏包 

委員 

１２番、田島より報告いたします。本議案につきましては、令和３年１０月 

２５日第１１回総会において審議、令和３年１１月１５日に埼玉県知事より許

可を受けた事案であります。 

先ほど、第６４号議案における説明どおり、所有者となった受人が当初の目的

であった自己用住宅建設を、諸般の事情により断念しなければならない状況の

ため、継承者が２棟の建売分譲住宅用地として転用の申請を行う案件でありま

す。 

１２月２１日午前８時半頃、宮部豊徳推進委員と現地再確認を行い、申請地の

転用にあたっては何ら問題ないことを再度確認いたしました。 

委員各位のご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長 次に、整理番号２について、事務局より説明を求めます。 

事務局長 整理番号２をご説明いたしますので、３６ページをお願いいたします。申請人

の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、西富田地内の畑１筆、面積は記載

のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、自己用住宅用地で
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す。用途地域は、指定なしです。都市計画法第３４条第１１号の指定区域となっ

ています。地区担当は、岡芹委員でございます。 

申請地位置図は、３８ページをお願いいたします。５－２については、農用地

区域内農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満で

あることから第２種農地と判断いたしました。 

第２種農地の転用許可の立地基準である、申請地に替えて周辺の他の土地で

は、申請事業の目的を達成することができないと認められ、また、一般基準の不

許可相当に該当する項目も申請書類を審査する限りにおいてないことから、本

申請は許可相当であるものと考えます。以上でございます。 

議長 整理番号２について、岡芹委員から報告をお願いいたします。 

岡芹委員 整理番号２について、９番岡芹より報告します。１２月２０日午前９時頃から

門倉推進委員及び荒井推進委員と現地確認及び代理人から聴き取りを行いまし

た。 

申請地の概要につきましては、議案書３８ページ５－２の地図をご覧くださ

い。申請地は、国道４６２号線西富田歩道橋の信号交差点から西方向へ３００ｍ

ほどの場所で、延命寺から東に隣接した集落の中に位置しています。 

恐れ入ります。議案書３６ページにお戻りください。申請目的は、業者を介し

た売買で、現在、賃貸住宅に夫婦で住んでいます。将来家族が増えることも考

え、住宅の建設を考えるようになりました。通勤や実家も近いことから、最適な

土地であると考え、この場所を選定して自己用住宅用地として申請に至ったも

のです。 

申請地周辺を北側の道路から状況を検分すると、東側適正管理された農地で

耕作の状況は見られない、西側は延命寺境内に隣接し、南側は自己用住宅用地に

接しています。東側の農地への進入路は北側の市道からで測量の杭が打たれて

あります。申請地は２階建て住宅を予定していることから、周辺の農地に対して

日照や風通しなどの支障をきたす恐れもないことから、転用にあたっては特に

問題ないと思われます。以上、ご報告いたします。 

議長 次に、整理番号３について、事務局より説明を求めます。 

事務局長 整理番号３をご説明いたしますので、３６ページをお願いいたします。申請人

の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町金屋地内の畑１筆、面積は

記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、建売分譲住宅用

地です。用途地域は、第１種中高層住居専用地域です。地区担当は、田端会長で

ございます。 

申請地位置図は、３９ページをお願いいたします。５－３については、第１種

中高層住居専用地域に存していますので、第３種農地と判断いたしました。 
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第３種農地の転用は、原則、許可相当であることから、立地基準を満たしてお

り、また、一般基準の不許可相当に該当する項目も申請書類を審査する限りにお

いて、ないことから、本申請は、許可相当であるものと考えます。 

以上でございます。 

議長 整理番号３についてですが、本来であれば、私が地区担当委員として報告する

ところではございますが、議事進行中のため、同地区内の倉野内推進委員から報

告をお願いいたします。 

倉野内 

推進委員 

田端会長に代わりまして、倉野内が報告させていただきます。１２月２３日午

後３時頃、田端会長と現地確認を行いました。申請地の概要については議案書３

９ページ５－３の地図をご覧ください。 

申請地は県道長瀞児玉線、児玉総合支所南入口交差点から、南西約３００ｍに

位置しております。恐れ入ります、議案書３６ページにお戻りください。 

申請目的は建売分譲住宅用地としての所有権移転となっております。申請人

は不動産業を営業しており、自ら土地を購入し、その後、建売住宅を販売する計

画となっております。申請地には住宅７棟が建設予定となっています。 

申請地周辺は、宅地化が進んでおり小中学校に近いことから住宅の販売に適

していると考えられます。 

以上の事から、転用目的及び必要性は妥当であると思われます。 

農地を分断し集団性に支障が生じないこと、農道や水路にも支障を及ぼす恐

れもないことから転用にあたっては特に問題ないかと思われます。以上、ご報告

します。 

議長 次に、整理番号４について、事務局より説明を求めます。 

事務局長 整理番号４をご説明いたしますので、３６ページをお願いいたします。申請人

の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町吉田林地内の田１筆及び畑

１筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、敷

地拡張用地です。用途地域は、指定なしです。令和４年３月３１日に、農用地区

域から除外となっております。地区担当は、小賀野委員でございます。 

申請地位置図は、４０ページをお願いいたします。５－４については、農用地

区域から除かれているものの、農地の集団性が１０ヘクタール以上の集団の農

地であることから、第１種農地と判断いたしました。 

第１種農地の転用は、原則として不許可相当ではありますが、申請事由が敷地

拡張用地であるため、第１種農地の不許可の例外として、農地法施行規則第３５

条第５号に規定する「既存の施設の拡張」に該当し、許可相当になるものと考え

ます。また、一般基準の不許可相当に該当する項目は、申請書類を審査する限り

において、ないものと考えます。以上でございます。 
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議長 整理番号４について、小賀野委員から報告をお願いいたします。 

小賀野委員 １９番、小賀野が報告させていただきます。１２月２０日午前９時頃、出牛推

進委員と現地確認を行いました。 

申請地の概要については議案書４０ページの地図をご覧ください。 

申請地は国道４６２号線大北交差点より北西に約３００ｍに位置していま

す。恐れ入ります、議案書３６ページにお戻りください。 

申請事由は敷地拡張用地です。申請地２か所のうち、北西部は園庭として、南

東部は駐車場用地となります。 

現在の施設用地には、職員用の駐車スペースがなく利用に不便をきたしてい

ました。また園庭で遊ぶ子供も増えたために新しい遊具を設置し、子供の遊び場

を確保したいと考え今回の申請に至りました。 

以上の事から、転用目的及び必要性は妥当であると思われます。 

農地を分断し、集団性に支障が生じないこと、農道や水路などに支障を及ぼす

恐れもないことから、転用にあたっては特に問題ないと思われます。 

以上、ご報告いたします。 

議長 次に、整理番号５について、事務局より説明を求めます。 

事務局長 整理番号５をご説明いたしますので、３６ページをお願いいたします。申請人

の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、栗崎地内の田１筆、面積は記載の

とおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、敷地拡張用地です。用

途地域は、指定なしです。令和４年１２月８日に、農用地区域から除外となって

おります。地区担当は、立石委員でございます。 

申請地位置図は、４１ページをお願いいたします。５－５については、農用地

区域から除かれているものの、農地の集団性が１０ヘクタール以上の集団の農

地であることから、第１種農地と判断いたしました。 

第１種農地の転用は、原則として不許可相当ではありますが、申請事由が敷地

拡張用地であるため、第１種農地の不許可の例外として、農地法施行規則第３５

条第５号に規定する「既存の施設の拡張」に該当し、許可相当になるものと考え

ます。また、一般基準の不許可相当に該当する項目は、申請書類を審査する限り

において、ないものと考えます。以上でございます。 

議長 整理番号５について立石委員の報告をお願いいたします。 

立石委員 ８番立石が報告させていただきます。１２月２０日午前１１時頃、内田推進委

員と現地確認を行いました。申請地の概要については議案書４１ページ５－５

の地図をご覧ください。 

申請地は県道本庄花園線計画部分、深谷方面に向かい、深谷市との行政境に近

い場所に位置しています。恐れ入ります、議案書３６ページにお戻りください。 
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申請目的は敷地拡張用地としての所有権移転となっております。申請人は隣

接地で運送業を行っています。本年 7 月の本社の移転に伴い、現在資材置場と

営業車両の駐車場として利用している場所を事務所職員の駐車場として利用

し、申請地を資材置場、営業車両の駐車場として利用したいとのことです。 

以上の事から、転用目的及び必要性は妥当であると思われます。 

農地を分断し集団性に支障が生じないこと、農道や水路にも支障を及ぼす恐

れもないことから転用にあたっては特に問題ないかと思われます。以上、ご報告

します。 

議長 ただいま、整理番号１から整理番号５までの説明及び報告に対しまして、ご質

疑がありましたらお願いいたします。 

 （なし） 

それでは、お諮りいたします。整理番号１から整理番号５について、許可相当

とすることに、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

ご異議ございませんので、許可相当として埼玉県知事に意見を送付いたしま

す。 

次に、第６６号議案「農地法第２条第１項の農地に該当するか否かの判断につ

いて」を上程いたします。事務局より説明願います。 

事務局長 第６６号議案をご説明いたしますので、議案書４２ページをお願いいたしま

す。 

第６６号議案、農地法第２条第１項の農地に該当するか否かの判断について、

ご説明申し上げます。本議案につきましては、農地法第３０条第１項に規定する

利用状況調査による遊休農地の判定に基づき、農地パトロールによる利用状況

調査の結果、再生利用が困難と見込まれるものについて、農地に該当するか否か

の判断の議決を求めるものでございます。本日提出、会長。 

対象地については、４３ページから４８ページまでをお願いいたします。件数

は、８０件でございます。土地の所有者及び対象地は記載のとおりです。対象地

は田１１筆及び畑６９筆の面積合計５万６，５１３平方メートルでございます。

なお、対象地位置図は、４９ページから６５ページまでとなります。 

まず、農地に該当するか否かの判断について、ご説明いたします。農地とは、

農地法第２条第１項により、耕作の目的に供される土地をいいますが、農地に該

当するか否かの判断については、国が、事務処理上の留意点等を示す技術的助言

として、「農地法の運用について」を制定しております。その中の「第４、遊休

農地に関する措置を行った農地等に関する取扱いについて」の中で、農地法に基

づく利用状況調査等を踏まえ、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地と判定し
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た場合や、農地の所有者から農地に該当しないことの証明を依頼された場合は、

農業委員会において農地に該当するか否かの判断を行う場合の条件等が示され

ております。 

また、農地パトロールによる利用状況調査等の結果、既に森林の様相を呈する

など農業上の利用の増進を図ることが見込まれない農地があった場合は、調査

後直ちに、農地に該当するか否かの判断の条件に基づき、「農地」に該当しない

旨の判断を行うこととされております。 

その判断の条件としましては、「農地として利用するには、人力又は農業用機

械では耕起、整地ができない土地など、一定水準以上の物理的条件整備が必要な

土地」であって、「基盤整備事業の実施等、農業的利用を図るための条件整備が

計画されていない土地」について、次のいずれかに該当するものは農地に該当し

ないものとしています。 

一つ目としましては、その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元す

るための物理的な条件整備が著しく困難な場合、二つ目としまして、それ以外の

場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元して

も継続して利用することができないと見込まれる場合となっております。 

本委員会では、本年６月から８月にかけ、委員の皆さまには、それぞれの担当

地区におきまして、農地パトロールによる利用状況調査を実施して頂きました。

それを基に、事務局職員により再確認を行いました。その結果、今回の案件であ

ります８０筆は、いずれの土地も、森林の様相を呈しており、再生利用が困難と

見込まれる荒廃農地と判定された農地のうち、所有者等の確認が取れている農

地を対象としています。 

なお、対象地の所有者及び相続人の方には、１１月に、農業委員会において対

象地を農地に該当するか否かの判断を行うことになる旨の「非農地判断に係る

事前通知」を送付しております。 

また、本総会において、「農地に該当しない旨」と議決された場合は、土地所

有者へ「非農地通知書」を送付いたします。併せて、事務局では、農地台帳から

当該土地を削除して台帳を整理することになります。以上でございます。 

議長 第６６号議案について、皆さんから、ご質疑がございましたらお願いいたしま

す。 

（なし） 

それでは、お諮りいたします。 

第６６号議案については、対象地を農地法第２条第１項の農地に該当しない

と判断することに、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 
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ご異議ございませんので、第６６号議案については、当該対象地を農地に該当

しないことに決定いたしました。 

次に、第６７号議案「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施

行令第４条の規定による承認について」 を上程いたします。事務局より説明願

います。 

事務局長 第６７号議案をご説明いたしますので、議案書６６ページをお願いいたしま

す。 

第６７号議案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令

第４条の規定による承認についてを、ご説明申し上げます。本議案につきまして

は、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」、以後「特定農地貸

付法」と申し上げますが、特定農地貸付法施行令第４条第１項の規定により、変

更承認申請に係る処分の議決を求めるものでございます。本日提出、会長。 

本議案については、平成２９年７月２５日の総会において、特定農地貸付法第

３条第１項の規定により承認を頂きました特定農地貸付けにつきまして、特定

農地貸付法施行令第４条第１項の規定に基づき変更の申請がありましたので、

特定農地貸付法第３条第３項の要件に該当するかどうかの承認を処分すること

となります。 

特定農地貸付法は農地法の特例を定めるものでございまして、市民農園の開

設者が一定の要件を満たした上で特定農地貸付規程を作成し、農業委員会が承

認した場合に限り、農地法の特例として農地の貸付けを行うことができるもの

でございます。平成２９年の総会におきましては、農園開設者である本庄市が、

土地所有者から農地を借り受け市民農園を開設するため、本庄市から農業委員

会に提出された申請書及び本庄市特定農地貸付規程につきまして、「周辺の農地

の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が妥当な規模を

超えないものであること」、「当該農地の適切な利用を確保するための方法が、

特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切であるこ

と」等、開設の承認に必要な一定の要件について該当の適否を審議のうえ承認を

決定したものでございます。 

特定農地貸付けの変更等の承認に係る要件でございますが、特定農地貸付法

施行令第４条第２項の規定により開設の承認に必要な要件が準用されるもので

ございまして、これらの要件を満たさない場合、承認できないこととされており

ます。 

変更承認申請の内容については、別冊１ページをお願いいたします。こちら

が、「特定農地貸付けの承認申請書」となります。申請者は本庄市長でございま

す。概要でございますが、現在、特定農地貸付けにより開設している市民農園の
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面積の変更に関する承認申請でございます。 

２ページから６ページまでが、本庄市市民農園貸付規程の案でございまして、

２ページから４ページが本文、５ページが別表１貸付農地の一覧、６ページが別

表２賃借料一覧となってございます。変更内容でございますが、変更箇所は５ペ

ージ別表１の上から５行目の本庄市見福１丁目２２９０番１に位置する見福市

民農園の面積及び区画数でございます。新旧対照にてご説明申し上げますので、

７ページをお願いいたします。 

はじめに、下段、「旧の表」でございます。見福市民農園はこれまで、土地面

積１，７４６平方メートルの一部、１，３８８．１４平方メートル、２２区画を

農園として利用しておりました。 

次に、上段、「新の表」でございます。本承認申請は、土地所有者からの申し

出に基づき、残りの部分を含め土地全体の面積１，７４６平方メートルを農園と

して利用するため、特定農地貸付けの用に供する農地面積を変更し、農園の区画

数につきましても、２２区画から２９区画に変更するものでございます。 

８ページをお願いいたします。こちらは、見福市民農園区画図でございます。

本承認申請によりまして、新たに太線に囲まれた土地の農園区画を追加するも

のでございます。また、下段の地図上におきましては、斜線部分が該当地となり

ます。 

事務局におきまして現地調査及び書類審査を実施しましたところ、農園の位

置や規模、運営方法等、特定農地貸付法第３条第３項各号の承認要件をすべて満

たしているものと考えます。以上でございます。 

議長 第６７号議案について、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

（なし） 

それでは、お諮りいたします。第６７号議案の変更承認申請について、承認す

ることに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議ございませんので、第６７号議案については、原案のとおり承認いたし

ました。 

以上で、議案審議を終了いたします。 

続きまして、報告に入ります。報告につきまして、報告第５９号から報告第 

６３号までを、順番に事務局よりお願いします。 

事務局長 まずは、報告第５９号をご説明いたしますので、議案書６７ページをお願いい

たします。 

報告第５９号、農地法第３条の３の規定による届出について、専決処分したの

でご報告いたします。 
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届出内容については、６８ページをお願いいたします。専決処分件数は、４件

です。相続等により農地を取得した場合は、遅滞なく農業委員会へ届出なければ

ならないという規定による届出でございます。 

続きまして、報告第６０号をご説明いたしますので、議案書６９ページをお願

いいたします。 

報告第６０号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、専決処

分したのでご報告いたします。 

届出内容については、７０ページをお願いいたします。専決処分件数は、２件

です。市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業

委員会へ届出ることで埼玉県知事の許可を必要としないという規定による届出

でございます。 

続きまして、報告第６１号をご説明いたしますので、議案書７１ページをお願

いいたします。 

報告第６１号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、専決処

分したのでご報告いたします。 

届出内容については、７２ページをお願いいたします。専決処分件数は、７件

です。市街化区域内にある農地を農地以外のものにして、所有権の移転等をする

場合は、あらかじめ農業委員会に届出ることで埼玉県知事の許可を必要としない

という規定による届出でございます。 

続きまして、報告第６２号をご説明いたしますので、議案書７３ページをお願

いいたします。 

報告第６２号、農地法第６条の規定による農地所有適格法人の報告について、

農地法第６条第１項の規定により、別紙のとおり報告書が提出されたので、ご報

告するものでございます。 

報告書の提出件数は、１件で、その報告書が７４ページから７６ページまでと

なっております。 

農地所有適格法人とは、耕作目的での農地の所有権等の権利の取得が認められ

ている農地法上の法人でございます。農地所有適格法人となるための要件は、「法

人形態要件」「構成員要件」「事業要件」「役員要件」となっております。 

これらの要件は、設立時のみでなく、設立後も満たされていることが必要とな

ります。毎事業年度の終了後、３ヶ月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告す

ることが義務付けられているものです。 

続きまして、報告第６３号をご説明いたしますので、議案書７７ページをお願

いいたします。 

報告第６３号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、別紙農地の
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賃貸借契約合意解約通知書を受理しましたので、ご報告いたします。 

通知内容については、７８ページから８２ページまでをお願いいたします。賃

貸借契約合意解約通知書の受理件数は、３０件です。農地の賃貸借につき合意に

よる解約の通知が農地法第１８条第１項ただし書の規定により、同項の許可を要

しないで行われた場合には、これらの行為をした者は、農業委員会にその旨を通

知しなければならないという規定による通知でございます。以上でございます。 

議長 報告でありますので、ご了解いただきたいと思います。 

以上で、報告を終了いたします。皆さまのご協力により、本日の付議事件は、

すべて終了いたしました。ここで、議長の座を降ろさせていただきます。ありが

とうございました。 

事務局長 ありがとうございました。 

次に、議事日程５ 事務局連絡事項に移ります。 

お手元の資料「事務局連絡事項」をお願いいたします。 

まず、１点目です。令和５年１月総会の開催予定です。令和５年１月２５日

（水）午後２時から本庄市役所６階大会議室で開催予定です。 

次に２点目です。農地利用最適化推進協議会の開催予定です。来月は、総会閉

会後に、農地利用最適化推進協議会を開催予定とさせて頂きますので、よろしく

お願いいたします。 

次に３点目です。令和５年用の「農業委員会手帳」の配布についてです。お手

元に配布させて頂きました「農業委員会手帳」は農業委員会等に関する法律によ

り、「農地等に立ち入り調査等をする際は、身分を示す証明書を携帯し、関係者

の要求がある時は、これを提示しなければならない」と規定されています。農業

委員会活動の際には、常に携帯して頂くとともに、スケジュール管理等にもご活

用頂くものとなっています。また、委員の皆さまが既にお持ちの写真を添付した

身分証明書につきましては、新しい手帳へ移し替えて、そのままお使いください

ますようお願いいたします。 

農業委員会手帳には、最初に農業委員会憲章、後ろの方には、農業委員会法・

農地法等の目的・３条許可基準・農地所有適格法人要件・遊休農地に関する措

置・転用許可基準などの項目も記載されておりますので、是非ともご一読頂きた

いと思います。 

次に４点目です。新体制調整会議委員の選出についてでございます。別紙をご

覧ください。 

令和６年２月９日に任期満了を迎える農業委員及び農地利用最適化推進委員

の改選について、現農業委員会での調整事項がございます。調整会議での主な内

容としましては、農地利用最適化推進委員の定数及び区割りについてと、次期、



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員及び農地利用最適化推進委員の公募についての様式等のご検討をいた

だきます。 

事務局といたしましては、効率的な会議となるよう会長、会長代理及び改選日

の令和３年２月１０日開催の新組織調整会議の際に決定いただきました各地区

代表、計１１名による新体制調整会議を設置し、検討を行っていただきたいと考

えております。 

当面のスケジュールですが、第１回新体制調整会議を令和５年１月総会前の

３０分程度お願いし、その内容をお持ち帰りいただき、令和５年２月総会前に予

定している第２回会議までに地区でのご協議をいただいて、会議に持ち寄って

いただきます。第２回の会議で決まった内容については、令和５年３月の農地利

用最適化推進協議会で委員の皆さまに報告させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

また、調整会議の委員の方につきましては、来年度以降数回お集まりいただく

場合もありますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

田端会長 ここで、皆さまにお諮りさせていただきたいのですが、調整会議委員の選出に

つきましては、事務局案のとおりでよろしいでしょうか。 

事務局長 ありがとうございました。 

次に、議事日程５、事務局連絡事項に移ります。 

（事務局長説明） 

以上をもちまして、令和４年第１２回本庄市農業委員会総会を閉会いたしま

す。大変、お疲れさまでございました。 
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